
明るい選挙推進協議会の歴史・役割について

横浜市磯子区明るい選挙推進協議会

2023年６月29日
横浜市選挙管理委員会事務局
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本日の内容

１ 明るい選挙とは
２ 明るい選挙推進運動のあゆみ
３ 明るい選挙推進運動の３つの目標
４ 明るい選挙推進協議会に期待される役割
５ 明るい選挙推進委員・推進員の心得
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１ 明るい選挙とは

①有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し

②選挙が公明かつ適正に行われ

私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のこと

公益財団法人明るい選挙推進協会ＨＰより
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２ 明るい選挙推進運動のあゆみ

①戦前の運動

□選挙浄化運動
政府の干渉や野党の違法戦術などの不正・腐敗が横行
⇒昭和10年に「選挙粛正委員会」（府県・市町村）

「選挙粛正中央連盟」（民間）が設置
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歴史を振り返る
選挙粛正委員会

出典：国立公文所館 デジタルアーカイブ選挙粛正委員会令
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２ 明るい選挙推進運動のあゆみ
②戦後の運動

□公明選挙運動
昭和26年の統一地方選で６万人を超える検挙者
⇒昭和27年に「公明選挙連盟」が結成

□明るい選挙推進運動へ
明るく正しい選挙推進運動（昭和40年）
「明るい選挙推進運動」へ（昭和49年）
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公明選挙運動はじまる(昭和27年)

三大新聞が共同広告をもって

「公明選挙を推進する」ことを宣言

歴史を振り返る

出典：Voters No.58
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歴史を振り返る
話し合いの推進

話し合い風景
出典：Voters No.58
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歴史を振り返る
啓発ポスターもさまざま

東京都 出典：Voters No.58
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歴史を振り返る
啓発ポスターもさまざま

大阪府 長崎県 出典：Voters No.58
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歴史を振り返る
選挙の心得

内務省 出典：Voters No.58
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２ 明るい選挙推進運動のあゆみ

③現代

□横浜市・区明るい選挙推進協議会
昭和37年「公明選挙推進協議会」が設立
⇒昭和49年「明るい選挙推進協議会」に改称
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３ 明るい選挙推進運動の３つの目標
明るい選挙を進めるための行政と民間が一体となった運動

運動の目的は
①選挙違反のないきれいな選挙を行なうこと、
②有権者がこぞって投票に参加すること、
③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、
候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うこと

特定の政党や候補者を支持したり、反対したりする
政治活動や選挙運動とは、明確に区別
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明るい選挙推進運動

公職選挙法（抜粋）
（この法律の目的）
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆
議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会
の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その
選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明
且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政
治の健全な発達を期することを目的とする。
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選挙違反と罰則
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選挙違反と罰則
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三ない運動
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R5.4.9 統一地方選挙投票率（市議会議員選挙）
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近年の選挙における投票率【参院選：磯子区】
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近年の選挙における投票率【市議選：磯子区】
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年代別の投票率【R5統一選(市議)：磯子区(速報値)】

20歳代は60歳代と比べて投票率が「半分」
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特に若年層への啓発活動が重要

当日有権者数 投票率 投票者数

20代 14,884人 25.12％ 3,739人

60代 18,739人 54.39％ 10,192人

年代別の投票率（R5統一選(市議)：磯子区(速報値)）

2.7倍2.1倍1.2倍

※本数値は速報値のため、後日、数値が修正となる場合があります。
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棄権の理由 ～なぜ選挙に行かなかったのか～

参照：第19回投票参加状況調査(令和３年)
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政治への関心のレベル（市政への関心）
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参照：第19回投票参加状況調査(令和３年)
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政治への関心のレベル（どのレベルに関心があるか）
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４ 明るい選挙推進協議会に期待される役割
□組織
①推進委員
市内及び区内の学識を有する者、各種団体の代表等

②推進員
運動の広域的な推進を図るため、町内会・自治会各地域
及び各種団体の有志

※令和５年３月31日時点の人数
市 ：2,686人（推進委員：283人、推進員：2,403人）

磯子区： 135人（推進委員：23人、推進員：112人）※令和５年６月１日時点
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４ 明るい選挙推進協議会に期待される新たな役割
「選挙違反のないきれいな選挙」、「投票率の向上」などの推進運動に加えて

選挙事務への積極的な従事 投票制度の積極的な広報

• 期日前投票所や当日投票所の投票立会人や
従事者など

• 指定病院等の外部立会人 など

• 投票制度の積極的な広報へのご協力
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４ 明るい選挙推進協議会に期待される役割
□主な選挙制度の確認

○期日前投票（ハンドブック P18～）

○不在者投票（ハンドブック P20～）

○誰もが投票しやすい環境づくりの取組（ハンドブック P24～）
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明るい選挙運動は、特定の政党や候補者を支持したり、反対したり
する政治活動や選挙運動とは異なり、公正かつ不偏不党である必要
があります

特定の候補者のための選挙運動をしながら、
啓発活動に参加することは控えましょう

５ 明るい選挙推進委員・推進員の心得
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Q 特定の候補者の選挙運動をしながら、その選挙の街頭啓発
「ザ・イコット」に参加してもよいか。

５ 明るい選挙推進委員・推進員の心得

A 好ましくありません。
明るい選挙推進運動は公平な第三者の立場で行う運動です。
特定の候補者のための選挙運動をしながら、その選挙時の
啓発活動に参加することは差し控えましょう。
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Q 某候補者は、明るい選挙推進運動の趣旨を理解し、これに沿った
選挙運動をしている人格者。明るい選挙推進員を続けながら、
このような候補者がいることを、この候補者の推薦人になって
知らせたいのだが。

５ 明るい選挙推進委員・推進員の心得

A 明るい選挙推進員としての活動は、公正かつ不偏不党でなければ
なりません。どんなに高潔な方であっても、その特定の候補者の
推薦人になることは避けましょう。
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Q 投票日の午後になって、純粋な立場で「投票に行きましたか」と
近所の家を回り、まだ行っていない人に投票に行くよう言って
歩きたいのだが。

５ 明るい選挙推進委員・推進員の心得

A 選挙の時、個人的に啓発活動を行うことは、現行法上、種々の
誤解を生む恐れがあります。明るい選挙推進協議会では選挙時に
街頭啓発を実施していますので、推進員の皆様はそちらに参加
してください。
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【参考】明るい選挙推進のためのハンドブックについて
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「明るい選挙推進運動のあゆみ」「推進員のみなさまの役割」
「選挙に関する基礎知識」などを掲載しています。



明るい選挙の推進のために
選挙の大切さを老若男女を問わず伝えていくために、

磯子区明るい選挙推進協議会
のみなさま

ご協力をよろしくお願いいたします！！
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